
訪問教育－１ 

令和６年度福岡県立小郡特別支援学校高等部 
訪問教育入学者募集要項 

 

一 基本方針  

１ 福岡県立小郡特別支援学校（以下「本校」という。）高等部入学者募集は、

入学志願資格を明らかにするとともに、志願書類と志願のための手続き、入学

検査等について定め、入学者募集を円滑に行う。 

 

２ 本校高等部入学検査の募集に当たっては、募集要項説明会にて以下に示す項

目について適切に説明を行い、内容の理解を十分に図る。 

 

二 入学志願手続 

１ 志願資格 

  知的障がいの程度が学校教育法施行令第２２条の３の知的障害者の区分に示

す程度に該当する者で、かつ次の事項に該当する者 

（１）本校訪問教育高等部の地域区分である北筑後（久留米市を除く。）に保護者

と共に居住する者及び同地区にある福祉施設（ゆうかり医療療育センター入所

者を除く。）に入所する者 

（２）障がいの状態が重度であるか又は重複しているため、通学して教育を受ける

ことが困難な者 

（３）特別支援学校中学部、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は令和６

年３月卒業見込みの者 

（４）中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和６年３月修了見込みの者 

（５）学校教育法施行規則第９５条に基づき、（３）と同等以上の学力があると

認められた者 

 

２ 募集定員 

  若干名 

 

３ 志願書類 

（１）入学願書 

入学志願者は、入学願書（本校校長が定める様式による。）に必要事項を記

入し、出身学校長を経由の上、本校校長に提出すること。なお、検査受検票写

真欄に、横３㎝×縦４㎝の写真「６か月以内」（胸部より上を正面から撮った

もの）を貼付すること。 

（２）調査書 

出身学校長は、志願者の調査書（本校ホームページに掲載している様式によ

る。）を作成し、本校校長へ提出すること。作成の際は、生徒指導要録に準拠

して厳正に行うこと。 

※ 本校ホームページ（https://ogori-ss.fku.ed.jp/） 

「令和６年度入学者選考について」→「調査書」 

（３）その他の書類 

  ア 病状や身体の状況にて本校での受検が困難な場合には、「訪問教育検査希

https://ogori-ss.fku.ed.jp/
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望日時及び会場変更届」（本校校長が定める様式による。）を提出すること。 

   この場合、検査日時や場所の決定後、受検票を郵送するため、簡易書留用の

切手（４４４円）を貼付した返信用封筒（長形３号）に宛て先を記入して

同封すること。 

イ 本校校長が必要と認めるときは、別途主治医の診断書等の提出を求めるこ

とがある。 

  ウ 入学検査当日の志願者への配慮事項がある場合は、出身学校長は「配慮事

項調査書」（本校校長が定める様式による。）を作成し、提出すること。 

  エ 入学検査に関して、志願者へ特別な措置を求める場合は、出身学校長は「特

別措置申請書」（本校校長が定める様式による。）を作成し、令和５年１２

月２７日（水）までに、本校校長まで提出すること。入学検査において、そ

の内容が必要と本校校長が認めた場合は、出身学校長に「特別措置許可書」

を令和６年１月９日（火）までに発出する。 

   ※ なお、二―３―（３）―アは、この限りではない。 

オ 入学検査当日、入学願書に記載した保護者以外の者が同行する場合は、「保

護者代理委任状」（本校校長が定める様式による。）を提出すること。 

（４）その他の留意事項 

   提出書類は厳封の上、提出すること。 

 

４ 入学検査料 

入学検査料は無料とする。 

 

５ 志願書類提出期間 

（１）令和６年１月２６日（金）から２月２日（金）正午までとする。 

   原則、直接持参すること。 

なお、受付時間は、土曜日・日曜日を除き、午前９時から午後４時（受付締

切日は正午）までとする。 

（２）やむを得ず郵送（簡易書留）で提出する場合は、令和６年２月２日（金）ま

でに必着のこと。 

 

 

 

 

 

   ※ 封筒には「志願書類在中」と朱記すること。 

また、受検票郵送のため、簡易書留用の切手（４４４円）を貼付した返信用

封筒（長形３号）に宛て先を記入して同封すること。ただし、郵送が必ずしも

受理したことにはならない。 

 

６ 志願書類の受付 

提出された志願書類を精査確認の上、受け付ける。不備がある場合は、修正後、

提出期間内に再提出をすること。郵送による提出の場合も同様である。 

受付完了のうえは、受検票に受検番号を記入し、公印を押印して交付する。 

 

【提出先】 

  〒８３８－０１２３ 

  福岡県小郡市下岩田２３４１－３ 

   福岡県立小郡特別支援学校長 
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７ 県外からの受検 

県外に居住している入学志願者は、入学願書提出時までに、現住所のある都道

府県の教育委員会が作成した県外受検許可依頼書を福岡県教育委員会に提出し

て、その許可を受けなければならない。ただし、許可を受けるには、次に掲げる

各号のいずれかに該当する者であることを要する。 

（１）入学の日までに保護者とともに本校訪問教育高等部の地域区分である北筑後

（久留米市及びゆうかり医療療育センター入所者を除く。）に転居することが

確実である者 

（２）居住する都道府県内の特別支援学校に設置されていない学科に入学を希望す

る者であって、原則として入学の日までに県内に転居することが確実である者 

（３）県内の福祉施設等に入所している者又は入学の日までに入所することが確実

である者 

（４）（１）～（３）のほか、福岡県立特別支援学校を志願することについて、や

むを得ない事情があると福岡県教育委員会が認める者 

 

三 入学検査 

１ 検査内容 

面接、その他本校校長が必要とする検査とする。 

 

２ 検査期日・日程 

（１）検査期日は、令和２月１３日（火）から令和６年２月１６日（金）のいずれ

かとし、志願者の状況に応じて決定する。 

（２）検査当日、不慮の事故や感染症の罹患等、真にやむを得ない理由により受検

できなかった者については、後日追検査を行うことができる。 

 

３ 検査場 

検査は、本校において行う。ただし、「訪問教育検査希望日時及び会場変更届」

を提出された者は、その内容において検査場を決定する。 

 

４ 追検査 

（１）検査期日は、令和６年２月２７日（火）から令和６年３月１日（金）のいず

れかとし、志願者の状況に応じて決定する。 

（２）追検査願に、真にやむを得ない理由を証明する書類を添付の上、出身中学

校長等を経由して、本校校長に提出すること。 

（３）不慮の事故等、真にやむを得ない理由は次に掲げるものとする。 

  ア 地震、水害、火災その他の災害による被害又は交通機関の事故等 

  イ 暴行、誘拐、交通事故等の人為的被害 

  ウ 本人の有する障がい（発作等）による体調不良の発生 

  エ 本人の負傷又は疾病による医療機関での緊急の治療又は入院 

  オ 本人のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症等の罹患による自

宅待機等 

  カ 法令による交通の制限又は遮断 

  キ その他本校校長が特別の事由があると認めた場合 
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５ 日程等変更の緊急連絡 

自然災害又は感染症等により検査日程等を緊急に変更する場合においては、本

校より速やかに出身中学校長等に連絡を入れ、本校のホームページに変更内容等

を掲載する。出身中学校長等は、確実に志願者に連絡すること。 

 

四  合格者発表 

１ 期日は、令和６年３月１４日（木）とする。午前９時３０分に本校正面玄関前

に掲示するとともに、本校ホームページに掲載する。なお、電話での問い合わせ

には応じない。 

 

２ 合否通知書は、合格者発表後、本校にて出身学校長に交付する。なお、代理者

が受領する場合は、「合否通知等受領委任状」（本校校長が定める様式による。）

を合格者発表当日（正午まで）に提出すること。 

 


